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しているか否か
Ⅲ　外国語商標の中国語訳名の保護に関する研

究
１．外国語商標の中国語訳名の保護範囲
２．類似商標の認定における考慮要素

おわりに

はじめに

　本事件は、「2016年知的財産権司法保護に係る10
大判例」に選出されたものである。本事件は、中国
語・英語商標の類否判断、及び安定した市場秩序を
形成しているか否かの問題に及ぶものであった。最
終的に、最高裁判所は、「本事件の引用商標は、比
較的高い知名度を有し、シャトー・ラフィット・
ロートシルトは、長年の商業経営活動を経て、客観
的に『拉菲』と『LAFITE』との間で確固たる関係
を構築しているので、係争商標と引用商標は、同一
又は類似商品に使用している類似商標であり、『商
標法』第28条の規定に違反する。」と判示した。再審
判決では、商標の構成要素及びその全体の類似程度、
関連商標の知名度、安定した対応関係に対する認定、
関連公衆群などについて論述が行われ、当該内容を
基にして、中国語・英語商標の類否判断の裁判基準
を明確にしたが、これは、司法実務に対して、非常
に重要な指導的な意義を有するものであった。その
具体的な内容について、下記のとおり分析する。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報
再審請求人（原審第三者）：シャトー・ラフィッ

ト・ロートシルト（CHATEAULAFITEROTHS
CHILD）

被請求人（一審被告、二審被上訴人）：国家工
商行政管理総局商標審判委員会

被請求人（一審原告、二審上訴人）：南京金色
希望酒業有限公司

　判決の情報
一審　北京市第一中等裁判所（2013）一中知行

初字第3731号
二審　北京市高等裁判所 （2014）高行（知）終

字第3129号
再審　最高裁判所（2016）最高法行再34号

２．事件の経緯２．事件の経緯

係争商標

引用商標

南京金色希望酒業有限公司（以下「金色希望社」
という）は、ワインの製造、販売に従事する酒造
メーカーである。同社は2005年４月１日、指定商
品を第33類のワイン、酒（飲料）などとして、「拉
菲庄園」商標（以下「係争商標」という）を出願した。
係争商標は2007年11月14日、登録が許可され（登
録番号：第4578349号）、その有効期限は2017年11
月13日までであった。

シャトー・ラフィット・ロートシルト（中国語
表記：拉菲羅斯柴爾徳酒荘）（以下「シャトー・
ラフィット」という）は1996年10月10日、指定商
品を第33類のアルコール飲料（ビールは除く）な
どとして、商標「LAFITE」（以下「引用商標」
という）を出願した。引用商標は1997年10月28日、
登録が許可（登録番号：第1122916号）された。

2011年８月、シャトー・ラフィットは、係争商
標について、国家工商行政管理総局商標審判委員
会（以下「商標審判委員会」という）に取消審判
を提出した。それに対して、商標審判委員会は、
係争商標の登録の取消しを命じる商評字[2013]第
55856号「第4578349号『拉菲庄園』商標取消審判
に関する決定書」（以下「第55856号審決」という）
を下した。金色希望社は、当該審決を不服として、
行政訴訟を提起した。北京市第一中等裁判所（以
下「一審裁判所」という）は、「関連メディアにお
いて、シャトー・ラフィットのワイン『LAFITE』
が係争商標の出願日前にすでに中国市場に進出し
ていた状況と結び付ければ、中国国内の関連公衆
は、『LAFITE』の称呼が『拉斐』、『拉菲特』又は

『拉菲』で、かつ、比較的高い知名度を有するもの
と理解することができ, 係争商標の登録は、2001
年『商標法』第28条の規定に違反する。」と判示し、
第55856号審決を維持する判決を言い渡した。金


